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(57)【要約】
【課題】　収容作業を容易にしつつ、水漏れを確実に防
止することができるフレキシブルコンテナを提供する。
【解決手段】　外袋１０と、外袋１０に収容される遮水
性シート材からなる遮水袋２０と、遮水袋２０を外袋１
０内に支持する可撓性シート材からなる環状の支持体２
とを備え、外袋１０および遮水袋２０は、いずれも上部
に開口部を備えており、支持体２は、外縁部２ａが外袋
１０の開口部の周縁部１１に縫着される一方、内縁部２
ｂが遮水袋２０の開口部の周縁部２１に縫着されている
フレキシブルコンテナ１。
【選択図】　図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　外袋と、前記外袋に収容される遮水性シート材からなる遮水袋と、前記遮水袋を前記外
袋内に支持する可撓性シート材からなる環状の支持体とを備え、
　前記外袋および遮水袋は、いずれも上部に開口部を備えており、
　支持体は、外縁部が前記外袋の開口部の周縁部に縫着される一方、内縁部が前記遮水袋
の開口部の周縁部に縫着されているフレキシブルコンテナ。
【請求項２】
　前記遮水袋内に収容され上部に開口部を有する内袋を更に備え、
　前記内袋の開口部の周縁部は、前記遮水袋の開口部の周縁部と共に、前記支持体の内縁
部に一体的に縫着されている請求項１に記載のフレキシブルコンテナ。
【請求項３】
　前記遮水袋は、前記遮水性シート材を折り曲げて胴部および底部に相当する部分を接合
することにより、無縫製で製造されている請求項１または２に記載のフレキシブルコンテ
ナ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、フレキシブルコンテナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブルコンテナは、コンパクトに折り畳み可能である一方、使用時には大きな収
容量を確保できることから、例えば、除去土壌、間伐材、除草、下水汚泥、防護服等の運
搬・保管に好適に用いることができる。フレキシブルコンテナの一例として、特許文献１
に開示された構成が知られている。図４に示すように、特許文献１に記載のフレキシブル
コンテナ５０は、胴部５１、投入部５２および底部５３を備えている。投入部５２は、筒
状に形成されており、上端に投入口５２ａを備え、下部が胴部５１の上端周縁部５１ａに
縫合されている。このフレキシブルコンテナ５０は、投入口５２ａからセメント、肥料、
飼料等を投入して、投入部５２の上部を縛り紐５４で結束することにより、投入口５２ａ
を封止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４３５８３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来のフレキシブルコンテナ５０は、胴部５１と投入部５２との間に縫合部分が生
じるため、含水土壌や汚泥等のように水分を含む収容物の場合に、この縫合部分から水漏
れが生じ易いという問題があった。
【０００５】
　そこで、本考案は、収容作業を容易にしつつ、水漏れを確実に防止することができるフ
レキシブルコンテナの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案の前記目的は、外袋と、前記外袋に収容される遮水性シート材からなる遮水袋と
、前記遮水袋を前記外袋内に支持する可撓性シート材からなる環状の支持体とを備え、前
記外袋および遮水袋は、いずれも上部に開口部を備えており、支持体は、外縁部が前記外
袋の開口部の周縁部に縫着される一方、内縁部が前記遮水袋の開口部の周縁部に縫着され
ているフレキシブルコンテナにより達成される。
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【０００７】
　このフレキシブルコンテナは、前記遮水袋内に収容され上部に開口部を有する内袋を更
に備えることが好ましく、前記内袋の開口部の周縁部は、前記遮水袋の開口部の周縁部と
共に、前記支持体の内縁部に一体的に縫着されていることが好ましい。
【０００８】
　また、前記遮水袋は、前記遮水性シート材を折り曲げて胴部および底部に相当する部分
を接合することにより、無縫製で製造されていることが好ましい。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案によれば、収容作業を容易にしつつ、水漏れを確実に防止することができるフレ
キシブルコンテナを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の一実施形態に係るフレキシブルコンテナの斜視図である。
【図２】図１に示すフレキシブルコンテナの概略断面図である。
【図３】図１に示すフレキシブルコンテナの収容後の状態を示す平面図である。
【図４】従来のフレキシブルコンテナの斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本考案の一実施形態について添付図面を参照しつつ説明する。図１は、本考案の
一実施形態に係るフレキシブルコンテナの斜視図であり、図２は、図１に示すフレキシブ
ルコンテナの概略断面図である。図１および図２に示すように、フレキシブルコンテナ１
は、外袋１０と、外袋１０に収容された遮水袋２０と、遮水袋２０に収容された内袋３０
とを備える３重構造となっており、遮水袋２０および内袋３０は、外袋１０に取り付けら
れた支持体２により支持されている。尚、図２においては、構成の理解を容易にするため
、各構成要素の厚み等を実際よりも誇張して記載している。
【００１２】
　外袋１０は、有底で起立状態で略円筒状となるように形成されており、上部に開口部を
有している。開口部の周縁部１１には、支持体２、内蓋３および外蓋４が、重ね合わされ
た状態でＰＥＴ糸等からなる縫合糸５により縫着されている。支持体２は、可撓性のシー
ト材により環状に形成されており、外縁部２ａが周縁部１１に沿って取り付けられている
。内蓋３は、矩形状のシート材から構成され、長手方向の一端部が周縁部１１に取り付け
られている。外蓋４は、シート材から構成され、切込みによって分割された複数の蓋片４
ａを備えており、外袋１０の開口部全体を覆うように周縁部１１に沿って取り付けられて
いる。各蓋片４ａの先端部には、環状の紐体６が挿入されており、スライダー７の操作に
より紐体６を引き絞った状態を固定することができる。外袋１０の外周面には、外袋１０
を吊り下げ可能なベルト１２が縫着されている。
【００１３】
　内蓋３、外蓋４、外袋１０およびベルト１２は、例えばポリプロピレン等からなる幅広
の糸を織り込んで形成することができ、全体として可撓性を持たせることで折り畳み可能
にして、搬送や保管を容易にすることができる。外袋１０およびベルト１２にはＵＶ安定
剤が含有されており、耐候性の向上が図られている。外袋１０には、収容物を記録するタ
グ（図示せず）を取り付けることができる。
【００１４】
　遮水袋２０は、ポリエチレンやポリ塩化ビニル等からなる柔軟な遮水性のシート材から
構成されており、上部に開口部を有する有底の袋体である。遮水袋２０は、縫い目からの
水漏れが生じないように無縫製で製造されることが好ましく、例えば、矩形状の遮水性シ
ート材を折り曲げて胴部および底部に相当する部分を熱溶着等により接合して形成するこ
とができる。
【００１５】
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　内袋３０は、ポリエチレン等の柔軟なシート材からなり、上部に開口部を有する有底筒
状の袋体から構成されている。内袋３０は、例えば、２枚のシート材を重ね織りによって
織り上げることにより２層構造とすることができ、遮水性の向上を図ることができる。内
袋３０は、内面が収容物に直接接することから、小枝やガレキ等による損傷を抑制するた
めに伸縮性加工が施されていることが好ましい。
【００１６】
　支持体２は、内袋３０と同様の材質から形成することができ、図２（ａ）に示すように
、内縁部２ｂが、遮水袋２０および内袋３０の各開口部の周縁部２２，３２に縫合糸８に
よって縫着されている。縫合糸８も、縫合糸５と同様に、紫外線等に対する耐候性を有す
るＰＥＴ糸を好ましく使用することができる。
【００１７】
　上記の構成を備えるフレキシブルコンテナ１は、図２（ａ）に示すように、遮水袋２０
および内袋３０を起立させて収容物を内袋３０に収容し、遮水袋２０および内袋３０の上
部を支持体２と共に丸め込んで、図２（ｂ）に示すように結束バンド９できつく縛った後
、遮水袋２０および内袋３０の上方を内蓋３および外蓋４の蓋片４ａで覆い、図３に平面
図で示すように、紐体６を引き絞って各蓋片４ａを近接させることにより、収容物の保管
や搬送が可能な状態にすることができる。
【００１８】
　本実施形態のフレキシブルコンテナ１によれば、外袋１０と遮水袋２０との間に支持体
２を介在させて、遮水袋２０の開口部の周縁部２１に支持体２の内縁部２ｂを縫着するこ
とにより、遮水袋２０の収容量を確保しつつ、遮水袋２０を外袋１０内に支持することが
できる。したがって、収容作業性を良好にすることができると共に、従来のフレキシブル
コンテナのような縫合部からの水漏れが生じるおそれがなく、収容物を確実に保持するこ
とができる。遮水袋２０は、無縫製で製造されることが好ましく、これによって、水漏れ
をより確実に防止することができる。
【００１９】
　また、遮水袋２０に内袋３０を収容し、内袋３０の開口部の周縁部３１を、遮水袋２０
の開口部の周縁部２１と共に、支持体２の内縁部２ｂに一体的に縫着することにより、支
持体２および内袋３０によって遮水袋２０の全体を覆うことができるので、収容物等によ
る遮水袋２０の損傷を確実に防止することができる。
【符号の説明】
【００２０】
　１　フレキシブルコンテナ
　２　支持体
　２ａ　外縁部
　２ｂ　内縁部
　５，８　縫合糸
１０　外袋
１１　開口部の周縁部
２０　遮水袋
２１　開口部の周縁部
３０　内袋
３１　開口部の周縁部
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